
仕様書 

 

１ 件名 

「すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画」策定支援業務委託 

 

２ 履行期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

（１） 現計画の評価 

  ア 最新データを用いた評価指標の整理・分析 

  イ 現状の課題の整理 

  ウ 最終評価報告書としてのまとめ 

（２） 計画策定に関する企画・スケジュールの進行管理 

ア 学術的な理論、知識、技術、研究等による計画策定の企画構築支援 

イ 関係団体及び機関との調整 

ウ スケジュールの作成及び進行管理 

エ 先進事例、関連計画等の調査、提案 

（３） すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画策定部会・作業部会の運営支援に関する業務 

会議・部会等の事前打合せや提供する資料等の作成、議事録の作成、部会への出席等の運 

営支援を行う。 

   ア 計画策定部会（年３回程度） 

   イ 分野別作業部会（年１０回程度） 

（４） 住民参画の提案及び支援 

ア 健康づくりに関する普及啓発活動を含めた、住民の意見を広く聴取するための住民参画

の企画・提案・運営支援 

イ 住民参画の結果のまとめ・計画への反映 

 

４ 成果物 

（１） すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画（素案）紙３０部、データ 

（２） すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画 紙５００部（Ａ４、２００ページ程度、色仕

様は別途協議）、データ 

（３）すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画（概要版）紙５００部（Ａ４、４０ページ程度、

色仕様は別途協議）、データ 

  なお、各成果物についてはデータをメールにより送信するほか、ＣＤ－Ｒで提出すること。 

 

５ 成果物の帰属 

 成果物の提出先は墨田区保健福祉部保健衛生担当保健計画課とする。納品後、内容の誤り等の



不備が判明した場合は受託者の責任と費用で直ちに修正等を行うこと。 

 また、本業務による成果物及び派生する権利等の副産物は、本区に帰属するものとし、区の承

諾を得ずに公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。 

 

６ スケジュール 

令和７年 

４月 
第１回計画策定部会 

   ６～７月 第１回各作業部会 

８～９月 
第２回各作業部会、住民参画実施 

※墨田区保健衛生協議会 

１１月 素案作成 第２回計画策定部会 

令和８年 ２月 第３回計画策定部会 

     ３月 計画書作成、配布 

 

７ 履行場所 

  保健計画課及び区の指定する場所 

 

８ 支払い方法 

  履行検査確認後、受託者からの適正な請求に基づき、一括して支払う。 

 

９ その他 

（１） 本業務の遂行にあたっては、区担当者と十分な打ち合わせを行うこと。 

（２） 本業務遂行に係る費用はすべて受託者の負担とする。 

（３） 業務を処理するために個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律５７号）に基づき、個人情報の適正な管理及び保護を図るため、必要な措置を講じ

なければならない。 

（４） 仕様書等に明示されていない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、区と受託者が協議

のうえ、区の指示に従うものとする。 

 

１０ 担当・連絡先 

墨田区 福祉保健部保健衛生担当 保健計画課 データ活用推進担当  

 電話：０３－５６０８－１３０５ ＦＡＸ：０３－５６０８－６５０７ 

   メールアドレス：hokenkeikaku@city.sumida.lg.jp 

 


